
教 授 会 議 事 要 旨 

 

日   時  令和６年７月１８日（木）９時３０分～１０時３４分 

場   所  管理棟２階大会議室からオンライン 

 出 席 者  黒田所長、大岩、千葉、関谷、八木、駒谷、能木、坂本、関野、山田、細貝、古澤、

藤塚、山口、中谷、鈴木、西野、田中、末永、南谷、家、谷口、櫻井の各教授 

陪 席 者  小倉特任教授（常勤）、井谷特任教授（常勤） 

藤田、中村、武田、福井、松本、田中、小阪田、滝澤、楊、神吉、大城、鈴木 

の各准教授 

 

議事に先立ち、６月２０日開催の教授会の議事録を確認し、議事に入った。   

 

（協議事項） 

１． 複合知能メディア研究分野・分野検討答申について 

複合知能メディア研究分野・分野検討答申について、協議事項１資料に基づき、説明があり、審議 

 の結果、承認された。 

 

２．複合知能メディア研究分野教授選考委員会の設置及び委員の選出について 

複合知能メディア研究分野教授選考委員会の設置及び委員の選出について、説明があり、審議の結

果、設置を承認し、委員を選出した。 

 

３．専任教員の選考について（２件） 

（1）第１プロジェクト研究分野 教授 

同分野教授候補者について、協議事項３資料に基づき説明の後、投票の結果、同候補者の採用が承

認された。 

（2）生体分子機能科学研究分野 准教授 

同分野准教授候補者について、協議事項３資料に基づき説明の後、投票の結果、同候補者の採用が

承認された。 

 

４．特任研究員に係る「任期付教職員の労働契約の期間に係る年齢制限の特例」の適用について（新

規１件）                           

（1）量子ビーム科学研究施設 特任研究員 

特任研究員に係る「任期付教職員の労働契約の期間に係る年齢制限の特例」の適用について、協議

事項４資料及び回収資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。 

 

５．招へい教員等の受入れについて（新規１件）             

（1）生体分子制御科学研究分野 招へい研究員 

  招へい研究員への受入れについて、協議事項５資料及びから回収資料による説明があり、審議の結

果、承認された。 

 

６．国内客員研究者の受入れ促進支援策:国内客員教員の受入れについて（新規１件） 

（1）ナノデバイス共同研究分野 招へい准教授 

招へい准教授の受入れについて、協議事項６資料及び回収資料による説明があり、審議の結果、承 

認された。 

 

７. 新任教授着任後の研究分野における准教授支援策と欠員補充についての申し合わせ等の改正 

について    

新任教授着任後の研究分野における准教授支援策と欠員補充についての申し合わせ等の改正につ 

いて、協議事項７資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。 



 

８．台湾成功大学との部局間学術交流協定締結及び国際連携ラボ設置について 

台湾成功大学との部局間学術交流協定締結及び国際連携ラボ設置について、協議事項８資料に 

基づき説明があり、承認された。 

 

９．台湾清華大学との部局間学術交流協定締結及び国際連携ラボ設置について 

台湾清華大学との部局間学術交流協定締結及び国際連携ラボ設置について、協議事項９資料に 

基づき説明があり、承認された。 

 

10. ナノテク先端機器室とナノ加工室の統合について 

ナノテク先端機器室とナノ加工室の統合について、協議事項10資料に基づき説明があり、承認され 

た。 

 

11．令和７～９年度 施設老朽化対策制度における要求について  

令和７～９年度 施設老朽化対策制度における要求について 協議事項 11資料に基づき説明があり、

審議の結果、承認された。 

 

12．「大阪大学産業科学研究所インキュベーション棟企業リサーチパーク利用者の産業科学研究所共通 

施設等の利用に関する要項」の改正について   

「大阪大学産業科学研究所インキュベーション棟企業リサーチパーク利用者の産業科学研究所共 

通施設等の利用に関する要項」の改正について、協議事項12資料に基づき説明があり、承認された。 

 

13．「産業科学研究所共同研究部門の設置に関する要項」の一部改正について 

  「産業科学研究所共同研究部門の設置に関する要項」の一部改正について、協議事項13資料に基づ 

き説明があり、承認された。 

 

14．「産業科学研究所に設置される協働研究所に関する要項」の一部改正について 

  「産業科学研究所に設置される協働研究所に関する要項」の一部改正について、協議事項14資料に 

基づき説明があり、承認された。 

 

15. 大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター規程の一部改正について 

大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター規程の一部改正について、協議事 

項15資料に基づき説明があり、承認された。 

 

（報告事項） 

１．役員会承認報告 

  役員会で承認された事項について、報告事項１資料に基づき報告があった。 

 

２．学内各種委員会等の報告について  

  学内各種委員会等について、報告事項２資料及び追加資料のとおり報告があった。 

 

３．教員の退職について 

  教員の退職について、報告事項３資料のとおり報告があった。 

 

４．人事異動報告について 

  人事異動について、報告事項４資料のとおり報告があった。 

 

５．教員の成績優秀者数について 

教員の成績優秀者数について、報告事項５資料に基づき、報告があった。 

 

６．外部評価に向けた「所内評価委員」について 



  外部評価に向けた「所内評価委員」について、報告事項６資料に基づき、報告があった。 

 

７．その他 

（1）戦略室報告 

   戦略室の活動について、報告事項７－１資料に基づき報告があった。 

（2）令和６年度国際シンポジウムについて 

   令和６年度国際シンポジウムについて、報告事項７－２資料に基づき、報告があった。 

（3）令和７年度大学入試共通テスト（追試験）実施について  

   令和７年度大学入試共通テスト（追試験）実施について、報告事項７－３資料に基づき、報告が

あった。 

（4）産研フェスタについて 

産研フェスタについて、報告があった。 

（5）産研 FD SD研修について 

  産研FD SD研修について、報告があった。 

（6）DE＆I活動に関するアンケートについて 

   DE＆I活動に関するアンケートについて、報告があった。 

（7）若手交流会の実施について 

   若手交流会の実施について、報告があった。 

 

次回教授会は、９月１９日（木）午前９時３０分から開催することとした。 

  

  

 


